
さいたま市はるの園 さいたま市さくら草学園 さいたま市杉の子園

①所在地
見沼区春野２丁目３番５号

①所在地
浦和区領家１丁目５番１６号

①所在地
中央区大戸２丁目７番１７号

③施設の概要
開設時期
　平成２３年４月
敷地面積
　８８２．３８㎡
延床面積
　７９９.３５㎡
構造
　鉄筋コンクリート造
　２階建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、
　事務室、相談室、調理室等
事業内容
　児童発達支援センターとしての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

③施設の概要
開設時期
　昭和４８年４月
敷地面積
　１，１７７．５４㎡
延床面積
　３４５.７０㎡
構造
　鉄筋コンクリート壁式構造
　平屋建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、
　事務室、相談室、調理室等
事業内容
　児童発達支援センターとしての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

③施設の概要
開設時期
　昭和５４年７月
敷地面積
　９６１．６６㎡
延床面積
　４６６．３０㎡
構造
　木造 ２階建て
主な施設
　指導室、集会室、医務室、
　事務室、相談室等
事業内容
　児童発達支援事業所としての下記の
業務
・児童発達支援事業
　　定員３０人
・保育所等訪問支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業

さいたま市はるの園 さいたま市さくら草学園 さいたま市杉の子園

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ６，１５６人
　（前年度６，２２８人）
　・稼働率８６．９％（前年度８８．０％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３６日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ５，０８８人
　（前年度５，２６２人）
　・稼働率７１．０％（前年度７４．０％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３９日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・利用者数 ４，９５４人
　（前年度５，３３３人）
　・稼働率６９．７％（前年度７５．３％）

◇業務実施状況
開園日日数：２３７日
２～５才児の療育指導、遠足、運動会、
健康診断、施設開放　等

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数1３人
　　（前年度１６人）
　・延べ利用人数２６件
　　（前年度２５件）
◇業務実施状況
 ・保育園、幼稚園への訪問による支援

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数２３人
　　（前年度２９人）
　・延べ利用人数５８件
　　（前年度７６件）
◇業務実績状況
　・保育園、幼稚園への訪問による支援

保育所等訪問支援
◇利用状況
　・契約者数１９人
　　（前年度２７人）
　・延べ利用人数４７件
　　（前年度４９件）
◇業務実績状況
　・保育園、幼稚園への訪問による支援

１　管理運営の状況等

②施設の設置目的
　児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援センター（はるの園、さくら草学園）、同法第６条の２の２第１項に規定する
障害児通所支援を行う施設（杉の子園）として障害児の支援及び相談支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第５条第１８項に規定する相談支援をいう。）並びに障害児相談支援（児童福祉法第６条の２の２第７
項に規定する障害児相談支援をいう。）を行う。

（2）施設概要

（1）施設名

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

令和５年度指定管理者評価シート

（3）指定管理者

①指定期間
令和２年４月１日～令和７年３月３１日

②指定管理料（直近3か年）
令和３年度（３施設） １０７，９７６千円
令和４年度（３施設） １０７，９７６千円
令和５年度（３施設） １０７，９７６千円

（4）指定期間、指定管理料

（5）施設の管理運営の内容



相談支援
◇利用状況
　・契約者数１６０人
　　（前年度１５４人）
◇業務実施状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援２１５件
　・継続障害児支援２４６件
　・サービス利用支援０件
　・継続サービス利用支援０件

相談支援
◇利用状況
　・契約者数１３６人
　　（前年度１４０人）
◇業務実績状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援、１８３件
　・継続障害児支援１４６件
　・サービス利用支援０件
　・継続サービス利用支援０件

相談支援
◇利用状況
　・契約者数１７４人
　　（前年度１８３人）
◇業務実績状況
　一般相談及び計画の作成
　・障害児支援１６０件
　・継続障害児支援１４４件
　・サービス利用支援６４件
　・継続サービス利用支援８３件

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・昇降機設備点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

②維持管理業務の状況
　・定期清掃業務
　・警備業務
　・消防設備保守点検業務
　・園内殺虫消毒業務　等

③その他の業務
なし

③その他の業務
なし

③その他の業務
なし

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入１０８，２６５千円
　（前年度１１１，４３７千円）
・指定管理料３４，５８３千円
　（前年度３４，５８３千円）
・その他２，０３８千円
　（前年度１３，１８２千円）
・人件費積立資産取崩収入１１，５６０千
円

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入８１，５２０千円
　（前年度８４，８９６千円）
・指定管理料２２，１５１千円
　（前年度２２，１５１千円）
・その他１,７７２千円
　（前年度１,７４５千円）
・前期未払資金残高取崩７，５７３千円

①収入
・障害福祉サービス等
　事業収入５２，５３５千円
　（前年度５７，１０５千円）
・指定管理料５１，２４２千円
　（前年度５１，２４２千円）
・その他２１４千円
　（前年度２，２１８千円）

②支出
・人件費１０７，５７２千円
　（前年度１０６，９６２千円）
・事務費２，７８９千円
　（前年度２，６３１千円）
・施設管理費１５，６８４千円
　（前年度１５，８５９千円）
・事業費２，６１３千円
　（前年度２，５６５千円）
・繰入金支出２３，９６６千円
　（前年度２３，９６６千円）
・その他２，４１４千円
　（前年度７，２２０千円）

②支出
・人件費８１，８１３千円
　（前年度７６,９２６千円）
・事務費　２，０８４千円
　（前年度１,８７９千円）
・施設管理費１２，７９６千円
　（前年度１３,０７１千円）
・事業費１,５７０千円
　（前年度１，７６４千円）
・繰入金支出１３，０１５千円
　（前年度１３，０１５千円）
・その他１,７３８千円
　（前年度１,３８６千円）

②支出
・人件費７８，７４５千円
　（前年度８３，６６０千円）
・事務費２，７８８千円
　（前年度２，８２４千円）
・施設管理費２，２６１千円
　（前年度３，２８０千円）
・事業費８９７千円
　（前年度５９７千円）
・繰入金支出８，７５６千円
　（前年度１６，２２５千円）
・その他５８５千円
　（前年度２，５６５千円）
・本部追加繰入金７，９０１千円

・感染症対策の為、控えていた児童セン
ターへの外出活動を４年ぶりに再会し
た。今後も、活動範囲を広げていく予定
である。

・保護者同士の情報交換の機会が欲し
いという要望をいただき、年2回の懇談
会の実施と、専門職による保護者向け
勉強会を実施した。
・防犯マニュアルについて保護者に周知
して欲しいというご意見をいただき、マ
ニュアルを廊下に掲示した。

・保護者からの要望があり、感染症対策
の為中止していた、通園グループのグ
ループ活動(2クラスの園児を粗大・感
触・関わり遊びの3グループに分けて活
動を行う交流事業）を今年度から再開し
た。

（6）収支状況

（8）その他

（7）利用者アンケート等による
　　市民からの意見・要望等へ
　　の対応



（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

（1）指定管理者による評価

（2）さいたま市の評価（評価担当課：子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課）

（3）来年度の管理運営に対する指導事項等

管理栄養士をはじめとする各
専門職で連携・協働し摂食機
能に応じた食形態の工夫・提供
に努めます。

危機管理マニュアルを整備し、
緊急時に速やかに対応できる
ように、職員研修を行い、備蓄
品を確保します。

はるの園、さくら草学園、(大崎むつみの里第2事業所）の管理栄養士で年2回、情報交換や意見交換をする機会を設け、そ
れぞれの園の給食提供状況の見学と試食を行った。また、月１回管理栄養士を中心に給食委員会を開催し、喫食状況や
食べやすさなどを確認しながら、子どもたちにとってより魅力的な給食提供につなげるようにした。食事の提供にあたって
は、お子さんの状況に応じて、はるの園と杉の子園の作業療法士や、療育センターさくら草の作業療法士との連携も行うこ
とができた。

危機管理マニュアルやBCPの園内研修を行った。各施設で設定をされている災害時の避難場所に、利用児を連れての避
難訓練を実施、経路の確認と職員配置についての確認をし、マニュアルやＢＣＰの見直しを行った。また、備蓄品について
も期限の確認や期限の近い物がある場合には、入れ替えを行った。

コロナウイルスが5類に移行となったことでコロナ禍で制限していた活動等、現在の状況に合わせて見直しを行い、活動や行事がコロナ禍以前のような形
で行えるように努め、支援の充実を図った。また、指定管理計画書に沿った事業を実施し、ＳＮＳを活用した情報発信を開始するなど広報活動にも力を入
れた。具体的には以下の通りである。
①児童発達支援事業において、保護者懇談会や親子日に直接保護者のニーズを聞き取り、指導に生かせるようにケース会議や職員会議等で職員の共
通意識を図った。また、療育施設に在籍する作業療法士等と連携を図り、個々の発達段階や特性に応じた指導を行った。
②保育所等訪問支援においては、児童の苦手な部分や得意な部分を把握し、園児と訪問先の園にとってどのような支援が必要で、どのような対応できる
のかカンファレンスをとおして、より具体的な指導方法を伝達することができた。
③相談支援事業においては、顔の見える関係の構築のために積極的に事業所の見学を行い、事業所と情報交換を行うことで地域連携につなげた。また、
「地域のネットワーク会議」や「地域協議会」等に参加し、地域で課題となっていることや情報を把握することで、利用者のニーズに沿った支援の提供に努
めた。

総合評価（B）※A～Ｄ
【市民サービスの向上、利用促進】
　市民サービスにおいては、外部研修の受講や職場内研修の充実を図り職員の資質向上に努めている。また、栄養士が中心となり、食に関する支援（偏
食やアレルギーへの対応）などに注力し、効果を上げている。
　保護者の発達相談の実施、地域や行政、教育機関等との連携を進める中で療育を必要とする児童の把握に努めている。また、意見箱の設置、利用者へ
のアンケートや施設の自己評価を実施することで、課題の把握と改善に努めている。また、療育や子どもに係る関係機関との情報交換やサロンの開催等
により地域連携の強化に努めている。
【経費削減】
　計画的な予算執行に努め、予算と決算において、９０％以上の執行率となっており、大きな乖離がない。歳入では福祉サービス等事業収入が減収し、歳
出では人件費が上がっている一方で施設管理費の削減を行っている。
【適正な管理運営】
　感染症対策、施設に必要な保守点検業務、防災防犯訓練等を実施し、利用者が安全に安心して利用できる施設の管理に努めている。

　引き続き地域や関係機関との連携を強化し、市民サービスや地域の支援体制の向上に努めること。また、利用者への支援については、令和５年度に実
施している食事に関する支援や工夫した療育等の支援を期待したい。
　また、令和６年度の報酬改定や継続的に事業運営が行えるよう収支及び運営手法等について、引き続き必要な見直しや対応をお願いしたい。

３　評価

地域や関係機関の事業に参加
し、連携を図り、当施設で実施
しているサービスの情報が届く
ように、効果的に広報を行いま
す。

各区保健センター主催の親子教室や、児童センターでの発達相談に参加し、関係機関との連携を広げたり、パンフレットや
リーフレットを地域の保健センター・区役所・児童センター等に配布し広報活動に努めた。また、ＳＮＳを活用し情報発信の
充実を図った。ホームページに園だよりや新着情報を掲載し、常に新しい情報が提供できるように更新を行い、利用児の
増加に努めた。

各園にて季節に準じた行事を
実施します。

コロナウイルスが5類に移行したことに伴い、感染症対策に配慮をしながら、運動会を学校の体育館を借用して実施した
り、各施設で数クラス合同での集会を再開し、七夕、お月見、ひな祭り等の季節を感じる活動を実施した。

保護者懇談会等でニーズを聞
き取り、行事や活動内容に活
かします。

保護者懇談会を実施し、直接保護者からのニーズを聞き取りより風通しの良い施設運営に努めた。運動会や遠足等の行
事は、感染症対策に配慮した上でコロナ禍前の内容に近い形で実施することができた。また、日々の活動に対する保護者
のニーズには、内容の見直し等を行い、マンネリ化しないよう活動に変化を加え支援の充実を図った。

提案内容

２　提案内容の達成状況

達成状況


